
【事業契約書（案）に関する質問回答№013の別添資料】

施設整備業務費相当額

統括マネジメント業務費相当額のうち、施設整備業務に
対するマネジメント業務費相当額

統括マネジメント業務費相当額のうち、施設整備業務に
対するマネジメント業務費相当額を除いた金額の年額

施設維持管理業務費相当額から修繕費相当額を除いた金
額の年額

第5条2項2号の規定から、第5条2項3
項の対象となる範囲

第5条2項2号に規定する対象範囲

第5条2項2号に規定する対象範囲
第5条2項2号の規定から、第5条2項3
項の対象となる範囲

第5条2項1号に規定する対象範囲

第5条2項1号に規定する対象範囲

第5条2項1号の規定から、第5条2項3
項の対象となる範囲

第5条2項1号の規定から、第5条2項3
項の対象となる範囲

事業契約締結
Ⅰ期工事対象施
設引渡し日まで

本件工事対象施設のす
べての引渡終了日

施設維持管理等
業務等終了日

第5条2項1号に規定する期間 第5条2項2号に規定する期間第5条2項3号に規定する期間

維持管理等期間の開始

 乙が甲に各本件工事対象施設を引き渡したときは、当該引渡し済み本件工事
対象施設に相当する建設工事費相当額を適宜控除することができる。


